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新型コロナウイルス感染症による臨時休業中の学校運営について 

 

 

 このことについて、４月１６日に政府がゴールデンウィーク中の人の移動を最小化するために、

緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大するとともに、兵庫県を含む１３都道府県を感染拡大防止

対策に重点的に取り組む「特定警戒都道府県」に指定したことを踏まえ、臨時休業中の５月６日

までの間は、下記のとおり対応願います。 

   
 
 

記 

 
１ 登校可能日 

  令和２年４月７日付け教体第１０４４号で設定できるとした登校可能日について、５月６日

まで全ての県立学校において設定しないこと 

 

２ 児童生徒への支援 

  健康、学習、進路、部活動等について、不安や相談がある児童生徒に対して、担任への電話

相談など個別に対応する機会を設ける等の配慮を行い、児童生徒・保護者にその旨周知すると

ともに、別添対応例も参考に以下の取組を一層推進すること 

（１）学習支援について 

   家庭における学習機会を保障するため、ＩＣＴの活用も含めた対策を強化すること 

 

（２）児童・生徒の心理的支援 

   児童・生徒の心のケアのために、キャンパスカウンセラーを積極的に活用すること 

（追加配置は可能） 

 

（３）児童生徒の身体活動の促進 

児童・生徒の運動不足を解消するため、「三密」を避けながら、ジョギングやストレッチ、 

「運動プログラム」（県教育委員会作成）の活用などによる適度な運動を促すこと 

 

３ 部活動 

  部活動は２週間ごとに発生状況を踏まえ検討することとしていたが、５月６日まで実施しな

いこと 

 

４ 教職員の健康管理等について 

  教職員の健康管理には十分に留意し、特別休暇等の取得を促すとともに、学校運営に支障の

生じない範囲で、特別休暇等を含めて概ね７割以上を目途に、教職員の在宅勤務を行うこと 



 
【参考】臨時休業中の児童生徒への対応例 
 

１ 学習支援 

（１）県立高等学校 

   ・教科書・問題集やプリント等を用いた添削指導の実施 

   ・ホームページに教科書の内容をまとめた学習課題の掲載 

   ・オンライン上での課題の配布と提出、生徒への質問の回答 

   ・ＮＨＫ高校講座や無償講座提供会社の講座を活用したオンライン教材の活用 

   ・家庭にインターネット環境のない生徒への端末等の貸し出し 

 

（２）県立特別支援学校 

   ・新型コロナウイルスについて、絵カード等を作成して説明し、家庭での過ごし方

について、決まりやルールについて指導 

   ・児童生徒の実態に合わせた家庭学習プリントの持ち帰り 

   ・自宅でも落ち着いて過ごせるよう、児童生徒が使用している道具等の持ち帰り 

   ・図書室の本やＤＶＤ、ボードゲーム等を貸し出せる体制づくり 

   ・体育科の課題として「筋トレメニュー」に取り組むよう指導 

   ・子供の学び応援サイト（文部科学省）やＮＨＫ for school 等の動画視聴サイ

トを活用した学習に取り組むよう指導 

   ・家庭にインターネット環境のない児童生徒への端末等の貸し出し 

 

 

２ 心のケア 

（１）「ひょうごっ子ＳＮＳ悩み相談」の周知 

   一斉臨時休業に伴い、不安や恐れなど心理的ストレスを抱えている児童生徒の心の

ケアに対応するため、ＳＮＳ相談窓口の平日の相談時間を拡充 

   期  間：４月８日～５月６日（17 日間） 

   相談時間：（拡充後）12:00～21:00  （現行）17:00～21:00 

 

（２）「ひょうごっ子悩み相談（電話相談・24 時間受付）」の周知 

 

（３）スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等による相談の実施 

 

 

３ 運動不足の解消 

  令和２年４月１７日付け教体第１０９３号で各学校に配布している「新型コロナウイ 

ルス感染症対策の臨時休業による運動不足を解消しよう！！」（1人でできるサーキット 

トレーニング）を児童生徒に周知し、取り組むよう指導 

 


